
 

 

 

伊万里市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。 

 

令和６年１０月１８日 

 

                   伊万里市長 深 浦 弘 信 



 

伊万里市条例第２０号 

伊万里市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する  

条例 

 

伊万里市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例（昭和５５年条例第２７号）の

一部を次のように改正する。 

第４条第２号ア中「第２条の４第２項」を「第２条の４第２項第１号」に改め、

同号イ中「第２条の４第２項」を「第２条の４第２項第１号」に、「第２条の４第

７項」を「第２条の４第６項」に改め、同号ウ中「第２条の４第８項」を「第２条

の４第７項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年１１月１日から施行する。 


